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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

(1)連結経営指標等

営業収益 (注)１ (千円) 4,392,398 3,879,578 3,625,279 9,242,372 7,720,463

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 328,278 △ 179,010 317,263 732,731 △ 444,257

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) 107,424 △ 510,716 857,206 437,187 △ 1,452,928

純資産額  (注)２ (千円) 6,625,263 6,231,038 6,153,497 6,929,106 5,293,085

総資産額 (千円) 50,318,443 54,878,524 43,185,752 49,898,833 52,952,285

１株当たり純資産額 (円) 277.41 86.41 85.23 290.15 73.31

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) 4.50 △7.11 11.87 13.35 △20.19

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益
(注)３

(円) ─ ─ ─ 13.26 ─

自己資本比率 (％) 13.2 11.4 14.2 13.9 10.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △17,607,186 △557,110 △1,404 △16,610,623 △2,026,240

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △118,832 △211,055 1,221,568 △274,304 △299,950

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 615,000 243,318 △203,200 1,024,329 381,739

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 3,420,235 4,159,332 3,773,002 4,670,395 2,755,677

従業員数  (注)４ (名) 415 375 142 379 346

(2)提出会社の経営指標等

営業収益 (注)１ (千円) 132,000 178,200 284,100 364,800 360,200

経常利益 (千円) 10,011 11,737 92,762 122,077 37,300

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△)

(千円) 347 21,565 290,807 103,597 △3,453,938

資本金 (千円) 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,460,000

発行済株式総数 
(注)５

(千株) 24,500 73,500 73,500 24,500 73,500

純資産額  (注)２ (千円) 7,505,182 7,572,646 4,402,143 7,607,762 4,104,363

総資産額 (千円) 7,731,456 7,882,657 4,461,684 8,235,063 4,385,755

１株当たり純資産額 (円) 314.25 105.01 60.97 318.56 56.85

１株当たり中間(当期) 
純利益又は当期純損失
(△)

(円) 0.01 0.30 4.03 4.34 △47.99

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益
(注)３

(円) ─ 0.30 ─ 4.31 ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ 4.00 ─

自己資本比率 (％) 97.1 96.1 98.6 92.4 93.6

従業員数 (名) 9 11 10 9 11



(注) １ 営業収益には消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

３ 第４期中及び第６期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び連結ベースの潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   第５期中の連結ベースの潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額、第５期の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額及び連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり中間(当期)

純損失が計上されているため記載しておりません。 

４ 第６期中において連結従業員数が204名減少しておりますが、主として連結子会社ひまわりＣＸ㈱の平成19

年７月１日付での対面リテール取引部門の会社分割および平成19年７月14日付でのホールセール事業部門の事

業譲渡の実施に伴う移籍、退職によるものであります。 

５ 提出会社の第５期中、第５期については、平成18年４月１日付で普通株式１株を３株に分割しております。

  



２ 【事業の内容】 

事業の内容の重要な変更 

当中間連結会計期間にて、連結子会社ひまわりＣＸ株式会社は、平成19年７月１日付にて対面リテー

ル取引部門の会社分割および平成19年７月14日付にてホールセール事業部門の事業譲渡を実施いたしま

した。また平成19年10月１日付にてオンライン取引部門の会社分割を実施しており、同日付にて同社は

商品先物取引受託業を廃業しております。 

なお、主要な関係会社については異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

なお、平成19年10月１日付の連結子会社ひまわりＣＸ株式会社のオンライン取引部門の会社分割に伴

い当社が承継会社であるドットコモディティ株式会社の株式を保有することにより、同社が関係会社

（持分法適用関連会社）となっております。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除いた就業人員であります。 

２ 当社グループでは、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しているため、各事業における従業員数は記載

しておりません。 

３ 従業員数が当中間連結会計期間において204名減少しておりますが、主として連結子会社ひまわりＣＸ㈱の

平成19年７月１日付での対面リテール取引部門の会社分割および平成19年７月14日付でのホールセール事業部

門の事業譲渡の実施に伴う移籍、退職によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループは、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所
資本金又は出資金

(百万円)
主要な事業の内容

議決権の所有又は
被所有割合(％)

関係内容

ドットコモディティ㈱ 東京都渋谷区 1,050 商品先物取引業 38.2 役員の兼任 １名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

外国為替取引関連事業

142

証券取引関連事業

商品先物取引関連事業

全社

合計 142

従業員数(名) 10



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の日本経済は、米国のサブプライムローン問題、原油や資源価格の高騰といった

影響を受けながらも、設備投資の増加や、個人消費や雇用情勢の改善により、景気は緩やかな拡大基調

を維持しました。 

当社グループにおきましては、当中間連結会計期間に外国為替証拠金取引の月間口座増加数が過去

多を記録するなど前年同期を上回るペースで顧客基盤が拡大し、外国為替取引関連事業および証券取引

関連事業につきましては、ともに前年同期と比べ大幅な増収となりました。 

また、従来大幅な赤字を計上しておりました商品先物取引関連事業につきましては、非オンライン取

引部門の事業分離を実施いたしました。これにより同事業の当中間連結会計期間の営業収益は大きく減

少いたしました。 

以上の結果、連結営業収益は36億25百万円（前年同期比6.6％減）と減少したものの、非オンライン

取引部門の事業分離により商品先物取引関連事業の営業費用が大幅に減少したことから、連結経常利益

は３億17百万円（前年同期は１億79百万円の損失）となり、黒字体質への転換を達成いたしました。 

また、連結子会社において、商品先物取引関連ホールセール事業の事業譲渡益を特別利益に計上し、

連結中間純利益は８億57百万円（前年同期は５億10百万円の損失）となりました。 

  

① 外国為替取引関連事業 

当中間連結会計期間の外国為替市場は、円キャリー取引の増加や、不安定な政局などを背景に円安が

進み、一時１ドル＝123円台まで下落しましたが、７月にアメリカのサブプライムローン問題が浮き彫

りになり一転円高になりました。その後も上値の重い展開が続き、１ドル＝115円43銭で当中間連結会

計期間を終えました。 

当社グループにおきましては、急激な円高の進行で預り証拠金が一時減少しましたが、円高による値

ごろ感から、新規口座数の伸びが過去 高となり、預り証拠金も回復基調になっております。 

こうした中、当社グループの当中間連結会計期間の外国為替取引関連事業の営業収益は22億86百万円

（前年同期比25.4％増）となりました。また、当中間連結会計期間末における口座数は65,176（前期末

比46.1％増）、外国為替取引預り証拠金は202億65百万円（前期末比4.5％減）となっております。 

  

  

  



当社グループの当中間連結会計期間における外国為替取引関連事業の営業収益は次のとおりでありま

す。 

イ 受取手数料 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

ロ 売買損益 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

ハ その他 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

② 証券取引関連事業 

当中間連結会計期間の株式市場では、引き続き拡大を続ける世界経済の影響を受け日経平均株価が７

月には18,000円台に上昇するなど高値水準となりました。その後、サブプライムローン問題に端を発す

る世界的な株価の下落の影響で15,000円近くまで下落したものの、その後は緩やかな上昇傾向となり、

当中間連結会計期間は16,000円台を回復するに至っております。 

当社グループにおきましては、日経225先物、日経225miniといったデリバティブ取引が増加し、収益

に貢献しました。また、日経225先物へのシステムトレードの提供など他社に先駆けたサービスも開始

しております。 

こうした中、当中間連結会計期間の証券取引関連事業の営業収益は６億72百万円（前年同期比26.1%

増）となりました。 

  

金額(千円) 前年同期比(％)

外国為替取引媒介手数料 5,618 △50.3

合計 5,618 △50.3

金額(千円) 前年同期比(％)

外国為替取引損益 2,275,775 26.1

合計 2,275,775 26.1

金額(千円) 前年同期比(％)

情報提供料等 5,045 △27.9

合計 5,045 △27.9



当社グループの当中間連結会計期間における証券取引関連事業の営業収益は次のとおりでありま

す。 

イ 受取手数料 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

ロ 売買損益 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

ハ その他 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

金額(千円) 前年同期比(％)

委託手数料

 株券 567,102 20.1

  (うち 信用取引)   (21,363) (21.9)

  (うち 株価指数先物取引)   (419,789) (24.5)

  (うち 株価指数オプション取引)   (113,159) (4.7)

 債券 14,177 △57.4

  (うち 国債先物取引)   (14,177) (△57.4)

 受益証券 228 △16.3

小計 581,507 15.0

募集・売出しの取扱手数料 178 △89.7

その他の受入手数料 27,246 296.4

合計 608,932 18.4

金額(千円) 前年同期比(％)

株券 △1,956 ―

合計 △1,956 ―

金額(千円) 前年同期比(％)

投資顧問収益 39,997 ―

信用取引収益 18,689 122.3

情報提供料等 7,162 △31.0

合計 65,848 250.5



当社グループの当中間連結会計期間における証券取引関連事業の有価証券等の売買の状況は次のと

おりであります。 

ニ 有価証券等の売買の状況 

  

 
  

  

③ 商品先物取引関連事業 

当中間連結会計期間の商品先物市場は、前期に引き続いて全般的に取引が低調で、市場全体の売買高

は72,689千枚（オプション取引含む）（前年同期比23.7％減）と４年連続の減少となりました。 

このような厳しい事業環境を踏まえ、当社グループにおきましては、平成19年７月に、対面リテール

取引部門については会社分割を、また、ホールセール事業部門については事業譲渡をそれぞれ実施し、

非オンライン取引部門の事業分離を行っております。 

こうした影響を受け、当中間連結会計期間の商品先物取引関連事業の営業収益は６億67百万円（前年

同期比56.2％減）と大幅な減収となりました。 

  

委託 
(百万円)

前年
同期比 
(％)

自己
(百万円)

前年
同期比 
(％)

合計 
(百万円)

前年 
同期比 
(％)

株券 51,574 654.8 ― ― 51,574 654.8

 (うち 信用取引) (26,722) (440.6) ( ―) ( ―) (26,722) (440.6)

株式先物取引 21,304,694 67.2 158,485 ― 21,463,179 68.5

 (うち 株価指数先物取引) (9,148,623) (29.8) (26,158) ( ―) (9,174,782) (30.1)

 (うち 株価指数オプション取引) (12,156,070) (113.7) (132,326) ( ―) (12,288,396) (116.0)

債券先物取引 394,012 △24.9 ― ― 394,012 △24.9

 (うち 国債先物取引) (394,012) (△24.9) ( ―) ( ―) (394,012) (△24.9)

証券ＣＦＤ取引 151,940 525.7 36 △94.6 151,977 508.6

合計 21,902,221 64.7 158,521 23,477.8 22,060,743 65.9



当社グループの当中間連結会計期間における商品先物取引関連事業の営業収益は次のとおりであり

ます。 

イ 受取手数料 

  

 
(注) １ ボリュームディスカウントは、特定電子取引における委託手数料の割戻し分であります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

金額(千円) 前年同期比(％)

商品先物取引

国内市場

現物先物取引

農産物市場 175,099 9.1

砂糖市場 4,425 △91.2

貴金属市場 210,626 △69.5

アルミニウム市場 710 △74.7

ゴム市場 55,024 △71.9

石油市場 113,967 △42.7

小計 559,854 △56.9

現金決済取引

石油市場 14,056 △30.1

指数先物取引

天然ゴム指数市場 1,076 △82.1

オプション取引

貴金属市場 1 △75.0

ボリュームディスカウント △470 ―

国内市場計 574,517 △56.6

海外市場 海外先物取引仲介業務 64,827 △52.8

海外市場計 64,827 △52.8

商品先物取引計 639,344 △56.2

店頭デリバティブ取引 6,220 △25.9

商品ファンド 380 △92.1

その他 1,712 △90.8

合計 647,658 △56.6



  

ロ 売買損益 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

ハ その他 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

金額(千円) 前年同期比(％)

商品先物取引
国内市場

現物先物取引

農産物市場 △3,966 ―

砂糖市場 △1,406 ―

貴金属市場 △1,898 ―

ゴム市場 8,862 ―

石油市場 16,545 △47.0

小計 18,137 △60.8

現金決済取引

石油市場 △2,987 ―

国内市場計 15,150 △65.8

商品先物取引計 15,150 △41.4

合計 15,150 △44.7

金額(千円) 前年同期比(％)

情報提供料等 4,327 53.4

合計 4,327 53.4



当社グループの商品先物取引の取引高に関して当中間連結会計期間中の状況は次のとおりでありま

す。 

ニ 商品先物取引の取引高の状況 

  

 
(注) １ 主な商品別の委託取引高とその総委託取引高(海外先物取引は除く)に対する割合は、次のとおりです。 

 
  

 
２ 商品先物取引における取引単位を枚と呼び、例えば金１枚１kg、東京工業品取引所のガソリン１枚50klとい

うように１枚当たりの数量は商品ごとに異なります。 

３ 海外先物取引の委託取引高には、媒介業務の取引高が含まれております。 

  

委託 
(枚)

前年
同期比 
(％)

自己
(枚)

前年
同期比 
(％)

合計 
(枚)

前年 
同期比 
(％)

現物先物取引

農産物市場 313,876 26.7 1,732 △15.0 315,608 26.3

砂糖市場 9,996 △67.6 136 △91.1 10,132 △68.7

貴金属市場 240,724 △20.4 89,690 △78.3 330,414 △53.8

アルミニウム市場 906 △72.4 ― △100.0 906 △72.8

ゴム市場 133,386 △40.1 18,531 △69.0 151,917 △46.2

石油市場 339,044 △16.6 42,184 △11.7 381,228 △16.1

小計 1,037,932 △14.5 152,273 △70.9 1,190,205 △31.5

現金決済取引

石油市場 53,382 18.7 436 △25.9 53,818 18.1

指数先物取引

天然ゴム指数市場 1,743 △83.5 8 △94.6 1,751 △83.7

オプション取引

貴金属市場 2 △81.8 ― ― 2 △81.8

国内市場計 1,093,059 △13.9 152,717 △70.9 1,245,776 △30.6

海外市場

海外先物取引仲介業務 446,269 41.5 ― ― 446,269 40.8

海外市場計 446,269 41.5 ― △100.0 446,269 40.8

合計 1,539,328 △2.9 152,717 △71.0 1,692,045 △19.8

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

取引所名 銘柄名
委託取引高

(枚)
割合 
(％)

東京工業品取引所 ガソリン 246,863 19.4

東京工業品取引所 ゴム 218,462 17.2

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

取引所名 銘柄名
委託取引高

(枚)
割合 
(％)

東京工業品取引所 ガソリン 195,145 17.9

東京工業品取引所 金 136,999 12.5



当社グループの商品先物取引に関する取引高のうち当中間連結会計期間末において反対売買等により

決済されていない建玉の状況は次のとおりであります。 

ホ 商品先物取引の未決済建玉の状況 

  

 
  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△１百万円（前年同期は△５億57百万

円）、投資活動によるキャッシュ・フローは12億21百万円（前年同期は△２億11百万円）、財務活動に

よるキャッシュ・フローは△２億３百万円（前年同期は２億43百万円）となりました。その結果、当中

間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は期首より10億17百万円増加し、37億73百万円となりま

した。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△１百万円となりました。その主な減少

要因は、差入保証金の増加36億92百万円および外国為替取引預り証拠金の減少９億58百万円でありま

す。一方、外国為替取引顧客分別金信託の減少28億28百万円、委託者先物取引差金（借方）の減少９億

46百万円などにより資金が増加しております。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による収入などにより、12億21百万円となりまし

た。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が減少したことにより△２億３百万円となりまし

た。 

  

委託 
(枚)

前年
同期比 
(％)

自己
(枚)

前年
同期比 
(％)

合計 
(枚)

前年 
同期比 
(％)

現物先物取引

農産物市場 7,744 △53.9 ― △100.0 7,744 △54.0

砂糖市場 422 △66.5 ― ― 422 △66.5

貴金属市場 1,849 △79.1 ― △100.0 1,849 △79.3

アルミニウム市場 20 △82.9 ― ― 20 △82.9

ゴム市場 455 △91.4 ― ― 455 △91.4

石油市場 2,848 △87.7 ― △100.0 2,848 △87.7

小計 13,338 △75.9 ― △100.0 13,338 △76.0

現金決済取引

石油市場 513 △89.8 ― ― 513 △89.8

指数先物取引

天然ゴム指数市場 58 △57.4 ― ― 58 △57.4

国内市場計 13,909 △77.0 ― △100.0 13,909 △77.1

合計 13,909 △88.6 ― △100.0 13,909 △88.7



２ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

３ 【経営上の重要な契約等】 

(会社分割について） 

(1)対面リテール取引事業 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社は平成19年５月10日開催の同社取締役会において、主務官庁の認可

を前提に、株式会社ＵＳＳひまわりグループに対面リテール取引事業を承継させる会社分割に関する吸

収分割契約書の締結につき決議し、平成19年５月28日開催の同社臨時株主総会において承認され、平成

19年７月１日付で会社分割を実施いたしました。その概要は以下のとおりであります。 

 ① 会社分割の目的 

商品先物取引事業をとりまく厳しい経営環境に対応するため、対面リテール取引について、ひまわ

りＣＸ株式会社及び株式会社ＵＳＳひまわりグループ両社の各企業グループの経営資源を融合するこ

とによる競争力の確保と事業基盤の強化を図る。 

 ② 会社分割の方法 

平成19年７月１日を分割期日とし、ひまわりＣＸ株式会社を分割会社、株式会社ＵＳＳひまわりグ

ループを承継会社とする分割型（人的）吸収分割。 

 ③ 分割に際して発行する株式及び割当 

分割に際し、承継会社が発行する普通株式16,000株が、分割会社の株主である当社に対して割当交

付。 

 ④ 算定根拠 

割当株式数の算定方式として、分割対象部門が現状では赤字であること、分割当事会社の中期的な

事業計画が確定していないこと等からＤＣＦ方式等は採用せず、原則的な評価方法によることが本件

算定において も適当な方法であると判断し、修正簿価純資産価額方式を採用することといたしまし

た。 

また、割当株式数の算定にあたって、その公正性、妥当性を確保する観点から、当社は第三者算定

機関として牧野宏司公認会計士事務所に割当比率の算定を依頼いたしました。同事務所から受領した

「分割比率算定報告書」では、吸収分割に際して株式会社ＵＳＳひまわりグループが発行する株式数

は15,725株から16,484株と算定されております。この算定結果をもとに、両社で協議の上、上記の割

当株式数を決定いたしました。 

 ⑤ 分割した資産、負債の状況（平成19年６月30日現在） 

 
  

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円）

流動資産 2,223 流動負債 1,865

固定資産 267 固定負債 356

合計 2,491 合計 2,222



 ⑥ 株式会社ＵＳＳひまわりグループの概要 

名称    株式会社ＵＳＳひまわりグループ 

代表者   代表取締役社長 栗田 廣次郎 

本店所在地 東京都港区海岸一丁目11番１号 

資本金   1,420百万円（平成19年６月30日現在） 

事業の内容 金融事業持株会社としてのグループ経営管理、商品先物取引業、保険販売業 

  

(2）商品先物オンライン取引事業 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社は、ドットコモディティ株式会社およびアストマックス・フューチ

ャーズ株式会社の３社による商品先物オンライン取引事業の統合に関する基本合意に基づき、平成19年

８月30日開催の同社取締役会において、主務官庁の認可を前提に、ドットコモディティ株式会社に商品

先物オンライン取引事業を承継させる会社分割に関する吸収分割契約書の締結につき決議し、平成19年

９月18日開催の同社臨時株主総会において承認され、平成19年10月１日付で会社分割を実施いたしまし

た。その概要は以下のとおりであります。 

 ① 会社分割の目的 

今回の統合は、商品先物取引のオンライン取引分野で強みを持つ３社の統合により、商品先物オン

ライン取引分野でNo.１となる会社を誕生させ、商品先物取引業界の変化を先取りする体制を確立す

ることを目的としています。 

ひまわりＣＸ株式会社では平成19年７月に商品先物取引対面リテール事業の会社分割および商品先

物取引ホールセール事業の事業譲渡を実施し、当社グループではデリバティブ分野におけるオンライ

ン取引に特化していく方針でありましたが、商品先物オンライン取引に関しては、同業他社との統合

による事業規模の早期の拡大を図ることで、その成長性を高めることができるとの判断から、今回、

ひまわりＣＸ株式会社のオンライン取引部門の会社分割による事業統合を実施するものであります。

しかし、会社分割による事業統合という手法を選択することにより、承継会社であるドットコモディ

ティの株式を当社が保有し、当社グループとして同社の経営に参加するとともに、同社を持分法適用

会社とすることで、商品先物オンライン取引事業への関与を継続してまいります。 

 ② 会社分割の方法 

平成19年10月１日を分割期日とし、ひまわりＣＸ株式会社を分割会社、ドットコモディティ株式会

社を承継会社とする分割型（人的）吸収分割。 

 ③ 分割に際して発行する株式及び割当 

分割に際し、承継会社が発行する普通株式21,036株が、分割会社の株主である当社に対して割当交

付。 



 ④ 算定根拠 

割当株式数の算定にあたって、その公正性、妥当性を確保する観点から、当社は第三者算定機関と

して牧野宏司公認会計士事務所に割当比率の算定を依頼いたしました。同事務所では、割当株式数の

算定方式として、主としてＤＣＦ方式を採用し、補助的に修正純資産価額方式を使用いたしました。

その結果、吸収分割に際してドットコモディティ株式会社から交付を受ける株式数は18,172株～

22,419株と算定されております。この算定結果をもとに、両社で協議の上、上記の割当株式数を決定

いたしました。 

 ⑤ 分割した資産、負債の状況（平成19年９月30日現在） 

 
  

 ⑥ ドットコモディティ株式会社の概要 

名称    ドットコモディティ株式会社 

代表者   代表取締役社長 車田 直昭 

本店所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番８号 

資本金   1,050百万円（平成19年９月30日現在） 

事業の内容 商品先物取引業 

  

（事業譲渡について） 

平成19年５月15日に「事業譲渡契約」を締結し、平成19年５月28日開催の株主総会において承認され、

平成19年７月14日をもってひまわりＣＸ株式会社の商品先物取引関連ホールセール事業をソシエテ・ジェ

ネラル傘下のフィマット・ジャパン株式会社へ譲渡いたしました。その概要は以下のとおりであります。

① ひまわりＣＸ株式会社は、商品先物取引関連ホールセール事業を譲渡し、事業の対価として1,527百

 万円を受け取りました。 

② ひまわりＣＸ株式会社の商品先物取引関連ホールセール事業部門の従業員18名が、移籍いたしまし 

 た。 

  

４ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円）

流動資産 3,537 流動負債 3,522

合計 3,537 合計 3,522



  

  

第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 国内子会社 

当中間連結会計期間において、連結子会社ひまわりＣＸ株式会社は会社分割に伴い、以下の設備を株

式会社ＵＳＳひまわりグループに承継いたしました。 

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

前連結会計年度末に計画中であった設備計画は、完了予定年月（当初完了予定年月 平成19年10月）

が遅れる見通しとなったため、次のように変更いたしました。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の新設、除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  
  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数 
（名）建物 

（附属設備）
器具及び備品 合計

ひまわりCX㈱

本社・本店 
（東京都港区）

商品先物取引 
関連事業

コンピュータ機器他 1,007 6,644 7,651 101

名古屋支店 
（名古屋市中区）

コンピュータ機器他 9,268 1,563 10,832 16

大阪支店 
（大阪市北区）

コンピュータ機器他 25,050 7,317 32,368 18

福岡支店 
（福岡市中央区）

コンピュータ機器他 1,611 1,048 2,660 17

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着手年月

完了 
予定年月総額 

(千円)

既支払額

(千円)

ひまわり証券㈱
本社 

(東京都港区）
外国為替取引 
関連事業

Hits為替新システム 775,000 139,684 自己資金 平成19年３月 平成20年２月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、3,000株であります。なお、当該新株予約権発行時は新株予約

権１個につき目的となる株式数は、1,000株でありましたが、平成18年４月１日付で普通株式１株に対し普通

株式３株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式数も1,000株から3,000株に増加

しております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 246,000,000

計 246,000,000

種類
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成19年12月27日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 73,500,000 73,500,000
㈱ジャスダック
証券取引所

─

計 73,500,000 73,500,000 ― ―

株主総会の特別決議日(平成16年６月29日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 304(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 912,000(注)２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり83 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成21年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  83
資本組入額 42

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役
会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が合併、株式交換、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的となる

株式の数を調整すべき場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

 
  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

  さらに、当社が合併、株式交換、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額を調整すべき

場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

４ 新株予約権行使の条件 

  ① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地

位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職その他取締役会が認める正当な理

由のある場合にはこの限りではない。 

  ② 新株予約権の相続は認めない。 

  ③ 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 

  ④ その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新

株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

５ 新株予約権の消却事由および条件 

  ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株

式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 

  ② 対象者が、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部または一部を行使でき

なくなった場合は、当社はその新株予約権を無償で消却することができる。 

  ③ 対象者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却すること

ができる。 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調 整 後 

払込金額
＝

調 整 前 

払込金額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が合併、株式交換、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的となる

株式の数を調整すべき場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

 
  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

  さらに、当社が合併、株式交換、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額を調整すべき

場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

４ 新株予約権行使の条件 

  ① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社または関係会社の取締役、監査役また

は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職その他取締役会が認

める正当な理由のある場合にはこの限りではない。 

  ② 新株予約権の相続は認めない。 

  ③ 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 

  ④ その他の条件については、総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株

予約権割当契約書」に定めるところによる。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 2,584(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,584,000(注)２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり80 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成21年７月31日～
平成24年７月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  80
資本組入額 40

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役
会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

(注)５ 同左

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)６ 同左

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調 整 後 

払込金額
＝

調 整 前 

払込金額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



５ 組織再編成行為時の取扱い 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の対象者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。 

  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

    残存新株予約権の対象者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

  ④ 新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 

    交付される各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は組織再編行為の条件等を勘案の上、調整

した再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

金額とする。 

  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

    新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

    組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

  ⑧ 新株予約権の取得条項 

    (注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

６ 新株予約権の取得条項 

  ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議

案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議の決定がなされた場合）は、取締役会が別

途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

  ② 平成20年１月31日から平成21年７月30日までの間のいずれかの日の終値が、80円を下回った場合には、

当社は新株予約権を無償で取得するものとする。 

  ③ 新株予約権の割当を受けたものが、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または新株予約

権の全部または一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得

することができる。 

  



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 平成19年６月28日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であり

ます。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を1,300千株所有しております(発行済株式総数に対する所有株式

  数の割合1.77%)。 

２ 前事業年度末現在主要株主であったゴールドマン・サックス・インターナショナル(常任代理人ゴールドマ

ン・サックス証券株式会社)は、当中間期末では主要株主ではなくなり、バンク オブ ニューヨーク ジー

シーエム クライアント アカウンツ イー アイエスジー(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会

社)が新たに主要株主となりました。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年９月30日 － 73,500 － 3,460,000 △565,636 644,363

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

㈱ユニオン山地 香川県高松市天神前７番６号 13,200 17.96

㈱旭興産 東京都品川区上大崎２丁目７－26 8,355 11.37

バンク オブ ニューヨーク ジーシ
ーエム クライアント アカウンツ 
イー アイエスジー(常任代理人ゴー
ルドマン・サックス証券株式会社)

PETERBOROUGH COURT 
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 
(東京都港区六本木６丁目10番１号)

7,891 10.74

山 地   勉 香川県坂出市 2,682 3.65

大数加 祥 平 千葉県船橋市 2,079 2.83

柴 田 美 武 愛知県一宮市 1,718 2.34

伊 藤 健 三 東京都文京区 1,599 2.18

安 住 敬 一 愛知県豊橋市 1,369 1.86

葛 西 吉 弥 香川県坂出市 1,306 1.78

(有)ジェイアンドアール 東京都品川区上大崎２丁目７－26 1,002 1.36

計 ― 41,204 56.06



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 単元未満株式には、当社所有の自己株式902株が含まれております。 

２ 完全議決権株式(その他)欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株(議決権15個)含まれて

おります。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価はジャスダック証券取引所におけるものを記載しております。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ―

議決権制限株式(その他) ─ ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
 普通株式   1,300,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  72,185,000 72,185 ―

単元未満株式 普通株式      15,000 ― ―

発行済株式総数          73,500,000 ― ―

総株主の議決権 ― 72,185 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)

ひまわりホールディングス㈱
東京都港区海岸１丁目
11－１

1,300,000 ― 1,300,000 1.77

計 ― 1,300,000 ― 1,300,000 1.77

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 93 85 94 92 76 70

低(円) 72 69 66 71 63 56



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。証券業固

有の事項のうち主なものについては、「証券業経理の統一について」及び前中間連結会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)は「証券会社に関する内閣府令」に、当中間連結会計期間(平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで)は「金融商品取引業等に関する内閣府令」に準拠しておりま

す。また、商品先物取引業の固有の事項については、「商品先物取引業統一経理基準」及び前中間連結

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は「商品先物取引業における証券取引法に基づ

く開示の内容について」に、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は「商

品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」に準拠しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、優和公認会計士共同事務所公認会計士鈴木敬治氏、松下八寿彦氏及び宮本啓一郎氏

により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表

(平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１. 現金及び預金 ※2,5 24,364,220 23,658,183 25,379,040

２. 預託金 ※2,3 1,093,818 1,502,372 1,596,167

３. 委託者未収金 103,194 ― 208,043

４. 売掛金
 
 

42,106 7,613 43,799

５. たな卸資産 6,862 ― 915

６. 保管有価証券 ※２ 1,316,345 75,016 1,147,736

７. 差入保証金 22,846,039 13,398,850 19,022,129

８. 信用取引資産 ※７ 919,383 1,209,554 1,647,664

信用取引貸付金 879,320 1,116,789 1,359,280

信用取引借証券 
担保金

40,062 92,765 288,383

９. 委託者先物取引差金 ― 206,199 340,769

10. 支払差金勘定 168,363 142,305 94,848

11. 繰延税金資産 222,868 48,063 42,456

12. 立替金 10,236 22,858 2,270

13. 外国為替勘定 ─ 493,628 ―

14. その他 438,804 296,778 597,196

15. 貸倒引当金 △1,859 △2,750 △30,517

流動資産合計 51,530,384 93.9 41,058,675 95.1 50,092,521 94.6

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産 ※１ 403,901 0.7 283,889 0.7 290,887 0.6

(2) 無形固定資産 545,365 1.0 541,982 1.2 542,999 1.0

(3) 投資その他の資産 2,398,871 4.4 1,301,204 3.0 2,025,877 3.8

１. 投資有価証券 301,840 658,902 100,328

２. 長期未収債権 ※６ 393,391 164,486 259,992

３. 繰延税金資産 95,859 118,192 100,693

４. その他 1,976,607 635,047 1,920,815

５. 貸倒引当金 ※６ △368,826 △275,423 △355,953

固定資産合計 3,348,139 6.1 2,127,076 4.9 2,859,763 5.4

資産合計 54,878,524 100.0 43,185,752 100.0 52,952,285 100.0



 
  

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表

(平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１. 買掛金 1,162 ― 855

２. 短期借入金 ※2,9 1,440,000 1,368,000 1,571,200

３. 未払法人税等 37,844 125,082 9,941

４. 賞与引当金 87,860 44,000 145,260

５. 預り証拠金 10,282,356 3,432,502 9,750,003

６. 預り証拠金 
  代用有価証券

1,316,345 75,016 1,147,736

７. 外国為替取引 
  預り証拠金

19,632,267 20,265,682 21,224,339

８. 信用取引負債 ※７ 919,383 1,209,554 1,647,664

信用取引借入金 879,320 1,116,789 1,359,280

信用取引貸証券 
受入金

40,062 92,765 288,383

９. 受入保証金 7,540,579 9,085,808 8,924,070

10. 委託者先物取引差金 4,394,870 ― ―

11. 預り金 535,683 642,084 485,509

12. 外国為替勘定 759,965 ― 811,437

13. その他 702,302 329,977 1,098,103

流動負債合計 47,650,620 86.8 36,577,709 84.7 46,816,121 88.4

Ⅱ 固定負債

    退職給付引当金 923,992 367,032 791,778

固定負債合計 923,992 1.7 367,032 0.9 791,778 1.5

Ⅲ 特別法上の準備金

１. 商品取引責任準備金 ※８ 53,167 54,772 26,147

２. 証券取引責任準備金 ※８ 19,705 32,739 25,153

特別法上の準備金 
合計

 
 

72,873 0.1 87,512 0.2 51,300 0.1

負債合計 48,647,485 88.6 37,032,254 85.8 47,659,200 90.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １. 資本金 3,460,000 3,460,000 3,460,000

 ２. 資本剰余金 1,416,990 740,419 1,417,788

 ３. 利益剰余金 1,442,381 2,034,744 500,169

 ４. 自己株式 △102,479 △96,056 △96,056

株主資本合計 6,216,892 11.3 6,139,108 14.2 5,281,901 10.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １. その他有価証券 
     評価差額金

13,658 9,719 10,683

 ２. 為替換算調整勘定 487 794 500

   評価・換算差額等 
   合計

14,146 0.1 10,513 0.0 11,183 0.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― 3,876 0.0  ― ―

   純資産合計 6,231,038 11.4 6,153,497 14.2 5,293,085 10.0

   負債純資産合計 54,878,524 100.0 43,185,752 100.0 52,952,285 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の 
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

１. 受取手数料 2,018,234 1,262,158 3,697,183

２. 売買損益 1,832,752 2,288,944 3,909,190

３. その他 28,591 3,879,578 100.0 74,176 3,625,279 100.0 114,089 7,720,463 100.0

Ⅱ 営業費用

１. 取引関係費 586,863 374,036 1,028,223

２. 人件費 ※１ 1,642,244 1,004,162 3,241,369

３. 調査費 116,596 110,063 241,794

４. 旅費交通費 70,673 40,893 139,720

５. 通信費 110,929 76,963 204,866

６. 広告宣伝費 283,126 437,333 670,133

７. 地代家賃 253,694 167,675 502,368

８. 電算機費 430,222 627,051 931,033

９. 減価償却費 122,898 150,763 289,877

10. 貸倒引当金繰入額 ─ ― 39,102

11. その他 489,172 4,106,421 105.8 421,994 3,410,938 94.1 1,006,518 8,295,008 107.4

営業利益又は 
営業損失(△)

△226,843 △5.8 214,340 5.9 △574,544 △7.4

Ⅲ 営業外収益

１. 受取利息 52,683 96,985 125,171

２. 受取配当金 89 95 12,473

３. 為替差益 943 ― ― 

４. 金利スワップ評価益 517 ― ―

５. 投資組合運用益 ─ 5,078 ―

６. 保険金等収入 9,159 ― ―

７. その他 4,084 67,479 1.7 13,887 116,046 3.2 27,294 164,939 2.1

Ⅳ 営業外費用

１. 支払利息 11,943 13,123 25,057

２. 投資組合運用損 7,702 ― 9,132

３. 為替差損 ─ 19,646 0.5 ― 13,123 0.3 462 34,652 0.4

経常利益又は 
経常損失(△)

△179,010 △4.6 317,263 8.8 △444,257 △5.7

 



 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の 
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(%)

金額(千円)
百分比
(%)

金額(千円)
百分比
(%)

Ⅴ 特別利益

１．貸倒引当金戻入額 3,827 36,124 ―

２. 事業譲渡益 ─ 3,827 0.1 667,565 703,689 19.4 ― ― ―

Ⅵ 特別損失

１. 商品取引責任準備金 
  繰入額

27,981 28,625 960

２. 証券取引責任準備金 
  繰入額

5,159 7,586 10,606

３. 貸倒引当金繰入額 53,746 ― 53,656

４．固定資産売却損 ※２ 90 ― 90

５. 固定資産除却損 ※３ ─ 6,311 104,357

６. 投資有価証券売却損 932 ― 832

７. 過年度消費税額等 ※４ 139,665 ― 139,665

８．役員保険解約損 905 ― 10,275

９．その他 ― 228,481 5.9 22,617 65,141 1.8 318,555 639,000 8.3

税金等調整前中間純
利益又は税金等調整
前中間(当期)純損失
(△)

△403,664 △10.4 955,811 26.4 △1,083,258 △14.0

法人税、住民税 
及び事業税

34,648 116,512 119,621

法人税等調整額 72,403 107,051 2.8 △17,907 98,605 2.8 250,048 369,670 4.8

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△)

△510,716 △13.2 857,206 23.6 △1,452,928 △18.8



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

       

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,412,703 2,166,883 △137,036 6,902,550

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △95,525 △95,525

 役員賞与の支給 △118,260 △118,260

 中間純損失(△) △510,716 △510,716

 自己株式の処分 4,287 34,556 38,844

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) ─ 4,287 △724,501 34,556 △685,657

平成18年９月30日残高 3,460,000 1,416,990 1,442,381 △102,479 6,216,892

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 25,561 994 26,556 6,929,106

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △95,525

 役員賞与の支給 △118,260

 中間純損失(△) △510,716

 自己株式の処分 38,844

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△11,902 △507 △12,410 △12,410

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △11,902 △507 △12,410 △698,067

平成18年９月30日残高 13,658 487 14,146 6,231,038



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

       

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,417,788 500,169 △96,056 5,281,901

中間連結会計期間中の変動額

 欠損てん補による資本剰余金取崩     △677,368 677,368 ―

 中間純利益 857,206 857,206

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) ― △677,368 1,534,575 ― 857,206

平成19年９月30日残高 3,460,000 740,419 2,034,744 △96,056 6,139,108

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 10,683 500 11,183 ― 5,293,085

中間連結会計期間中の変動額

 欠損てん補による資本剰余金取崩 ―

 中間純利益 857,206

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△964 294 △669 3,876 3,206

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △964 294 △669 3,876 860,412

平成19年９月30日残高 9,719 794 10,513 3,876 6,153,497



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

       

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,412,703 2,166,883 △137,036 6,902,550

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,525 △95,525

 役員賞与の支給 △118,260 △118,260

 当期純損失(△) △1,452,928 △1,452,928

 自己株式の処分 5,084 40,980 46,065

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計(千円) ─ 5,084 △1,666,714 40,980 △1,620,649

平成19年３月31日残高 3,460,000 1,417,788 500,169 △96,056 5,281,901

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 25,561 994 26,556 6,929,106

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,525

 役員賞与の支給 △118,260

 当期純損失(△) △1,452,928

 自己株式の処分 46,065

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△14,877 △494 △15,372 △15,372

連結会計年度中の変動額合計(千円) △14,877 △494 △15,372 △1,636,021

平成19年３月31日残高 10,683 500 11,183 5,293,085



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による

キャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は 

税金等調整前中間(当期)純損失

(△)

△403,664 955,811 △1,083,258

減価償却費 122,898 150,763 289,877

貸倒引当金の増減額 

(△は減少)
2,621 △36,124 92,758

退職給付引当金の増減額 

(△は減少)
17,645 △67,866 △114,568

商品取引責任準備金の増加額 27,981 28,625 960

証券取引責任準備金の増加額 5,159 7,586 10,606

受取利息及び受取配当金 △52,773 △97,080 △137,645

支払利息 11,943 13,123 25,057

為替差益 △14,292 △66 △30,227

営業外損益項目に係る調整

投資組合運用損益

(△は運用益)
7,702 △5,078 9,132

 金利スワップ評価益 △517 ― △517

特別損益項目に係る調整

 投資有価証券売却損 932 ― 832

 固定資産売却損 90 ― 90

 固定資産除却損 ― 6,311 104,357

 事業譲渡益 ― △667,565 ―

商品取引責任準備預託金の 

増減額(△は増加)
△29,698 △39,961 797

預託金の増加額 △2,994 △6,204 △5,343

差入保証金の増加額 △5,324,534 △3,692,233 △1,500,623

委託者及び顧客に係る 

資産・負債項目の増減

 顧客分別金の増減額 

 (△は増加)
2,050,000 △50,000 1,600,000

 外国為替取引顧客分別金 

 信託の増減額(△は増加)
△4,064,824 2,828,143 △6,563,794

 分離保管指定信託の減少額 20,000 ― 20,000

 委託者未収金の増減額 

  (△は増加)
74,637 98,541 △30,211

 長期未収債権の増加額 △72,810 △60,827 △13,763

 委託者先物取引差金(借方)の 

 増減額(△は増加)
3,594,566 946,230 △1,141,074

 預り証拠金の増減額 

  (△は減少)
△887,742 2,327,217 △1,420,096

 外国為替取引預り証拠金の 

 増減額(△は減少)
2,452,944 △958,656 4,045,016

 外国為替勘定の増減額 

 (△は増加)
2,184,642 △1,305,066 2,236,114

 受入保証金の増加額 1,885,361 161,738 3,268,852

 信用取引資産・負債の減少額 6,189 ― 6,189

 預り金の増減額(△は減少) △2,147,832 159,591 △2,088,465

 支払差金勘定の増加額 △168,363 △47,457 △94,848

たな卸資産の増減額(△は増加) △1,222 ― 4,723

役員賞与の支払額 △118,260 ― △118,260

その他 522,341 △717,650 945,978

 小計 △301,874 △68,153 △1,681,351



 
  
  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

利息及び配当金の受取額 41,678 73,843 106,308

利息の支払額 △11,943 △13,123 △25,057

法人税等の支払額(△)又は 

受取額
△284,970 6,029 △426,139

営業活動による 

キャッシュ・フロー
△557,110 △1,404 △2,026,240

Ⅱ 投資活動による

キャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入 100,000 ― 100,000

有形固定資産の取得による支出 △112,570 △108,621 △137,190

有形固定資産の売却による収入 147 ― 147

無形固定資産の取得による支出 △148,597 △81,846 △259,296

投資有価証券の取得による支出 ─ △300,000 ―

投資有価証券の売却による収入 8,358 8,123 12,066

貸付けによる支出 △1,200 △4,999 △3,404

貸付金の回収による収入 15,874 10,278 22,043

事業譲渡による収入 ― 1,525,792 ―

その他 △73,068 172,841 △34,316

投資活動による 

キャッシュ・フロー
△211,055 1,221,568 △299,950

Ⅲ 財務活動による

キャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,550,000 4,901,500 10,528,000

短期借入金の返済による支出 △4,250,000 △5,104,700 △10,096,800

配当金の支払額 △95,525 ― △95,525

自己株式の処分による収入 38,844 ― 46,065

財務活動による 

キャッシュ・フロー
243,318 △203,200 381,739

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額
13,784 360 29,733

Ⅴ 現金及び現金同等物

の増加額(△減少額)
△511,062 1,017,325 △1,914,717

Ⅵ 現金及び現金同等物

の期首残高
4,670,395 2,755,677 4,670,395

Ⅶ 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高
4,159,332 3,773,002 2,755,677



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項

(1) 連結子会社の数 ３社

  連結子会社の名称

   ひまわりＣＸ㈱

   ひまわり証券㈱

   DAIWA FINANCIAL

   SERVICES COMPANY LTD.

(1) 連結子会社の数 ３社

  連結子会社の名称

同左

   

  

  

(1) 連結子会社の数 ３社 

  連結子会社の名称 

       同左

(2) 主要な非連結子会社名 

  ㈱ディムス

(2) 主要な非連結子会社名 

  ㈱ディムス

(2) 主要な非連結子会社名

  ㈱ディムス

 連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社３社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の

総資産、営業収益、中間純損

益及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

 連結の範囲から除いた理由

         同左

 連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社３社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の

総資産、営業収益、当期純損

益及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

２ 持分法の適用に関する

事項

持分法を適用しない非連結子会社

のうち主要な会社等の名称 

  ㈱ディムス 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。

持分法を適用しない非連結子会社

のうち主要な会社等の名称

  ㈱ディムス

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない非連結子会社

のうち主要な会社等の名称 

  ㈱ディムス 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。

３ 連結子会社の中間決算

日(事業年度)等に関す

る事項

中間決算日が中間連結決算日と異

なる場合の内容等 

 DAIWA FINANCIAL SERVICES 

COMPANY LTD.の中間決算日は、６

月30日であります。中間連結財務

諸表を作成するに当たっては同日

現在の中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

中間決算日が中間連結決算日と異

なる場合の内容等

同左

決算日が連結決算日と異なる場合

の内容等 

 DAIWA FINANCIAL SERVICES 

COMPANY LTD.の決算日は、12月31

日であります。連結財務諸表を作

成するに当たっては同日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する
事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 ①有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価
差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価
は移動平均法により算
定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 ①有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
       同左

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 ①有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの

連結決算日の市場価
格等に基づく時価法(評
価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原
価は移動平均法により算
定)

     時価のないもの
移動平均法による原価
法
なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類す
る組合への出資（証券取
引法第２条第２項により
有価証券とみなされるも
の）については、組合契
約に規定される決算報告
日に応じて入手可能な
近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り
込む方法によっておりま
す。

     時価のないもの
同左

なお、投資事業有限
責任組合及びそれに類す
る組合への出資（金融商
品取引法第２条第２項に
より有価証券とみなされ
るもの）については、組
合契約に規定される決算
報告日に応じて入手可能
な 近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によって
おります。

   時価のないもの
同左

なお、投資事業有限
責任組合及びそれに類す
る組合への出資（証券取
引法第２条第２項により
有価証券とみなされるも
の）については、組合契
約に規定される決算報告
日に応じて入手可能な
近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り
込む方法によっておりま
す。

 ②保管有価証券(商品先物取引
関連事業に係るもの)

   商品取引所法施行規則第39
条の規定により商品取引所が
定めた充用価格によってお
り、主な有価証券の充用価格
は次のとおりであります。

利付 

国債証券

額面金額の

80％

社債

(上場銘柄)

額面金額の

65％

株券(一部 

上場銘柄)

時 価 の 70％

相当額

倉荷証券
時 価 の 70％

相当額

 ②保管有価証券(商品先物取引
関連事業に係るもの)

同左
   

 ②保管有価証券(商品先物取引
関連事業に係るもの)

同左
   

 ③デリバティブ 
   時価法

 ③デリバティブ
同左

 ③デリバティブ
同左

 ④たな卸資産
   商品
    移動平均法による低価法
   貯蔵品
    総平均法による原価法

    ―――――――
    

   

 ④たな卸資産
   商品
    移動平均法による低価法
   



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

 ①有形固定資産
   定率法
   なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法
①有形固定資産
 イ 平成19年３月31日以前に
取得したしたもの 
 旧定率法 
ロ 平成19年４月１日以降に

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法
①有形固定資産

      定率法 
      なお、主な耐用年数は次の 
  とおりであります。 

 

建物(建物 

附属設備)
５年～15年

器具及び 

備品
５年～15年

   取得したもの 

    定率法 

    なお、主な耐用年数は次の 

   とおりであります。 

   建物(建物    ５年～15年 

     付属設備) 

   器具及び   ５年～15年 

     備品 

  (会計方針の変更) 

   法人税法の改正に伴い、当 

  中間連結会計期間より、平成 

  19年４月１日以降に取得した 

  ものについては、改正後の法 

  人税法に基づく方法に変更し 

  ております。 

   なお、この変更に伴う損益 

  への影響は軽微であります。

  建物(建物    ５年～15年 

    付属設備) 

   器具及び   ５年～15年 

    備品 

  

（追加情報）
  当中間連結会計期間から、
平成19年３月31日以前に取得
したものについては、償却可
能限度額まで償却が終了した
翌年から５年間で均等償却す
る方法によっております。

  なお、この変更に伴う損益
への影響は軽微であります。

 ②無形固定資産
   定額法
   ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内
における利用可能期間(５年)
に基づく定額法

②無形固定資産
同左

②無形固定資産
同左

 ③長期前払費用
   契約期間、または支出の効

果の及ぶ期間に応じて均等償
却

③長期前払費用
同左

③長期前払費用
同左

(3) 重要な引当金及び特別法上の
準備金の計上基準

 ①貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上し
ております。

(3) 重要な引当金及び特別法上の
準備金の計上基準
①貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金及び特別法上の
準備金の計上基準
①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金
   従業員に対する賞与の支払

いに充てるため、将来の支給
見込額のうち当中間連結会計
期間の負担額を計上しており
ます。

②賞与引当金
同左

②賞与引当金
  従業員に対する賞与の支払
いに充てるため、将来の支給
見込額のうち当連結会計年度
の負担額を計上しておりま
す。

 ③退職給付引当金
   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、当中間
連結会計期間末において発生
していると認められる額を計
上しております。

   なお、会計基準変更時差異
(589,578千円)については、
10年による按分額を費用処理
しております。

   数理計算上の差異は、その
発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(３
年)による定額法により費用
処理しております。

③退職給付引当金
同左

③退職給付引当金
  従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上して
おります。

  なお、会計基準変更時差異
(589,578千円)については、
10年による按分額を費用処理
しております。

  数理計算上の差異は、その
発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(３
年)による定額法により費用
処理しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ④商品取引責任準備金
   商品先物取引事故の損失に

備えるため、商品取引所法第
221条の規定に基づき、同法
施行規則に定める額を計上し
ております。

 ④商品取引責任準備金
同左

④商品取引責任準備金
同左

   ⑤証券取引責任準備金 
   証券事故による損失に備
えるため、証券取引法第51条
の規定に基づき、「証券会社
に関する内閣府令」第35条に
定めるところにより算出した
額を計上しております。 
 
 

  ⑤証券取引責任準備金
  証券事故による損失に備
えるため、金融商品取引法附
則第40条に従い、旧証券取引
法第51条の規定に基づき、旧
「証券会社に関する内閣府
令」第35条に定めるところに
より算出した額を計上してお
ります。

  ⑤証券取引責任準備金 
 証券事故による損失に備え
るため、証券取引法第51条の
規定に基づき、「証券会社に
関する内閣府令」第35条に定
めるところにより算出した額
を計上しております。 
 
 

(4) 中間連結財務諸表の作成の基
礎となった連結会社の中間財務
諸表の作成に当たって採用した
重要な外貨建の資産又は負債の
本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間
決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、
在外子会社の資産、負債、収益
及び費用は、中間決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定に含めており
ます。

(4) 中間連結財務諸表の作成の基
礎となった連結会社の中間財務
諸表の作成に当たって採用した
重要な外貨建の資産又は負債の
本邦通貨への換算基準

      同左
       

(4) 連結財務諸表の作成の基礎と
なった連結会社の財務諸表の作
成に当たって採用した重要な外
貨建の資産又は負債の本邦通貨
への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連
結決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。な
お、在外子会社の資産、負債、
収益及び費用は、決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定に含めており
ます。

(5) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

 ①消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会
計処理は、税抜方式によって
おります。

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

 ①消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成の為

の重要な事項

 ①消費税等の会計処理

同左

 ②連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用してお

ります。

 ②連結納税制度の適用
同左

  

 ②連結納税制度の適用
同左

  

５ 中間連結キャッシュ・
フロー計算書(連結キャ
ッシュ・フロー計算書)
における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日又は償

還日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資でありま

す。

同左

 

同左

 



会計処理の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に  
関する会計基準等)

       ――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に  
関する会計基準等)

当中間連結会計期間から「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）を適用しております。
これによる損益に与える影響はあ

りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は6,231,038千円で
あります。

当連結会計年度から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。
これによる損益に与える影響はあ

りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は5,293,085千円で
あります。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

――――――― （中間連結損益計算書）
 「為替差益」につきましては、前中間連結会計期間ま

で中間連結損益計算書上、区分掲記しておりましたが、

当中間連結会計期間においては営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。

  なお、当中間連結会計期間の「為替差益」は19千円

であります。

 「投資有価証券売却損」につきましては、前中間連結

会計期間まで中間連結損益計算書上、区分掲記しており

ましたが、当中間連結会計期間においては特別損失の

「その他」に含めて表示しております。

  なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券売却

損」は876千円であります。
――――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 「投資有価証券売却損」につきましては、前中間連

結会計期間まで中間連結キャッシュ・フロー計算上、区

分掲記しておりましたが、中間連結貸借対照表における

表示方法の変更に伴い、当中間連結会計期間から「その

他」に含めて表示しております。

 なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券売却損」

は876千円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

878,949千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

376,391千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

502,840千円

※２ 担保資産

預金 

(定期預金)
100,000千円

預託金 200,000千円

計 300,000千円

 

 

 

※２ 担保資産

預託金 200,000千円

   対応する債務の内訳

商品取引所法 

施行規則第98 

条第１項第４

号の規定に基

づく委託者保

護基金による

代位弁済委託

額

800,000千円

   また、この他に取引証拠金の

代用として次の資産を他の商品

取引員へ預託しております。

保管有価証券 75,016千円

 

 

 

※２ 担保資産

預託金 200,000千円

   対応する債務の内訳

商品取引所法 

施行規則第98 

条第１項第４

号の規定に基

づく委託者保

護基金による

代位弁済委託

額

800,000千円

   また、この他に取引証拠金の

代用として次の資産を㈱日本商

品清算機構へ預託しておりま

す。

保管有価証券 1,147,736千円

   対応する債務の内訳

短期借入金 40,000千円

商品取引所法 

施行規則第98 

条第１項第４

号の規定に基

づく委託者保

護基金による

代位弁済委託

額

800,000千円

計 840,000千円

   また、この他に取引証拠金の

代用として次の資産を㈱日本商

品清算機構へ預託しておりま

す。

保管有価証券 1,313,436千円

 

※３ 証券取引法第47条の規定に基

づいて分別保管されている資産

は次のとおりであります。
預託金(顧客 
分別金信託) 770,000千円

   なお、連結子会社ひまわり証

券㈱における当中間連結会計期

間末現在の顧客分別金必要額は

547,483千円であります。

 

※３ 金融商品取引法第43条の２の

規定に基づいて分別保管されて

いる資産は次のとおりでありま

す。
預託金(顧客
分別金信託) 1,270,000千円

   なお、連結子会社ひまわり証

券㈱における当中間連結会計期

間末現在の顧客分別金必要額は

1,091,747千円であります。

 

※３ 証券取引法第47条の規定に基

づいて分別保管されている資産

は次のとおりであります。
預託金(顧客
分別金信託) 1,220,000千円

   なお、連結子会社ひまわり証

券㈱における当連結会計年度末

現在の顧客分別金必要額は

1,077,057千円であります。

※４ 商品取引所法第210条の規定

に基づき、日本商品委託者保護

基金に分離保管しなけらばなら

ない保全対象財産の金額は、

420,444千円であります。

   なお、同法施行規則第98条の

規定に基づく、委託者資産保全

措置額は900,000千円でありま

す。

※４ 商品取引所法第210条の規定

に基づき、日本商品委託者保護

基金に分離保管しなけらばなら

ない保全対象財産はありませ

ん。

      なお、同法施行規則第98条の

規定に基づく、委託者資産保全

措置額は800,000千円でありま

す。

※４ 商品取引所法第210条の規定

に基づき、日本商品委託者保護

基金に分離保管しなけらばなら

ない保全対象財産の金額は、

149,823千円であります。

      なお、同法施行規則第98条の

規定に基づく、委託者資産保全

措置額は950,000千円でありま

す。



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

※５ 金融先物取引法第91条の規定

に基づいて分別保管されている

資産は、次のとおりでありま

す。

顧客分別金

信託
20,213,334千円

   なお、連結子会社ひまわり証

券㈱における当中間連結会計期

間末現在の顧客分別金必要額は

20,166,598千円であります。

 

※５ 金融商品取引法第43条の３の

規定に基づいて分別保管されて

いる資産は、次のとおりであり

ます。

顧客分別金

信託
19,934,161千円

   なお、連結子会社ひまわり証

券㈱における当中間連結会計期

間末現在の顧客分別金必要額は

19,847,124千円であります。

 

※５ 金融先物取引法第91条の規定

に基づいて分別保管されている

資産は、次のとおりでありま

す。

顧客分別金

信託
22,712,304千円

   なお、連結子会社ひまわり証

券㈱における当連結会計年度末

現在の顧客分別金必要額は

22,659,268千円であります。

※６ 長期未収債権には、商品先物

取引関連事業における無担保委

託者未収金115,835千円、証券

取引関連事業における長期立替

金141,415千円が含まれてお

り、これらに対し257,251千円

の貸倒引当金を設定しておりま

す。

※６ 長期未収債権には、証券取引

関連事業における長期立替金

151,359千円、商品先物取引関

連事業における無担保委託者未

収金13,127千円が含まれてお

り、これらに対し164,486千円

の貸倒引当金を設定しておりま

す。

※６ 長期未収債権には、商品先物

取引関連事業における無担保委

託者未収金93,312千円、証券取

引関連事業における長期立替金

151,396千円が含まれており、

これらに対し244,709千円の貸

倒引当金を設定しております。

 

 

※７ 差入有価証券及び受入有価証

券の時価は、次のとおりであり

ます。

  (1)差入有価証券

信用取引貸証

券
41,216千円

信用取引借入
金の本担保証
券

725,642千円

  (2)受入有価証券

信用取引貸付
金の本担保証
券

725,642千円

信用取引借証

券
41,216千円

 

※７ 差入有価証券及び受入有価証

券の時価は、次のとおりであり

ます。

  (1)差入有価証券

信用取引貸証

券
96,359千円

信用取引借入
金の本担保証
券

958,163千円

  (2)受入有価証券

信用取引貸付
金の本担保証
券

958,163千円

信用取引借証

券
96,359千円

受入保証金代

用有価証券
1,854,764千円

 

※７ 差入有価証券及び受入有価証

券の時価は、次のとおりであり

ます。

  (1)差入有価証券

信用取引貸証

券
341,497千円

信用取引借入
金の本担保証
券

1,363,416千円

  (2)受入有価証券

信用取引貸付
金の本担保証
券

1,363,416千円

信用取引借証

券
341,497千円

受入保証金
代用有価証券

1,308,889千円

 

※８ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項
商品取引責任
準備金

商品取引所 
法第221条

証券取引責任
準備金

証券取引法第
51条

※８ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項
       同左
 
   証券取引責任  旧証券取引法 
   準備金     第51条 
 

※８ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項
      同左 

    
     証券取引責任   証券取引法第 
   準備金     51条

※９ 当社及び連結子会社ひまわり

証券㈱においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく

当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度額 600,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 ─千円  

※９ 連結子会社ひまわり証券㈱に

おいては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と当座

貸越契約を締結しております。

当座貸越契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越限度額 800,000千円

借入実行残高 800,000千円

差引額 ―千円
 

※９ 当社及び連結子会社ひまわり

証券㈱においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 ―千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 人件費には、賞与引当金繰入

額87,860千円、退職給付費用

129,886千円が含まれておりま

す。

※１ 人件費には、賞与引当金繰入

額44,000千円、退職給付費用

81,271千円が含まれておりま

す。

※１ 人件費には、賞与引当金繰入

額145,260千円、退職給付費用

251,843千円が含まれておりま

す。

※２ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。

器具及び備品 90千円

――――――― ※２ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。

器具及び備品 90千円

     ―――――――

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

附属設備 3,631千円

器具及び備品 2,384千円

ソフトウェア 296千円

    計 6,311千円

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

附属設備 56,144千円

器具及び備品 16,724千円

ソフトウェア 29,217千円

電話施設利用権 2,258千円

長期前払費用 12千円

計 104,357千円

※４ 連結子会社ひまわりＣＸ㈱及

びひまわり証券㈱において、税

務調査の結果、更正を受けたこ

とに伴う過年度消費税及び加算

税等であります。

     ――――――― ※４ 連結子会社ひまわりＣＸ㈱及

びひまわり証券㈱において、税

務調査の結果、更正を受けたこ

とに伴う過年度消費税及び加算

税等であります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   

(注) １ 発行済株式の増加49,000,000株及び自己株式の増加1,237,268株は、平成18年４月１日付で普通株式１株に 

       対し普通株式３株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 

２ 自己株式の減少468,000株は、新株予約権の行使により譲渡したものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

普通株式(株) 24,500,000 49,000,000 ― 73,500,000

自己株式

普通株式(株) 618,634 1,237,268 468,000 1,387,902

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 95,525 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

普通株式(株) 73,500,000 ― ― 73,500,000

自己株式

普通株式(株) 1,300,902 ― ― 1,300,902

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当中間連結会
計期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社 ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 3,876

合計 ― ― ― ― 3,876



次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
(注) １ 発行済株式の増加49,000,000株及び自己株式の増加1,237,268株は、平成18年４月１日付で普通株式１株に 

       対し普通株式３株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 

２ 自己株式の減少555,000株は、新株予約権の行使により譲渡したものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

 配当金支払額 

 
  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式(株) 24,500,000 49,000,000 ― 73,500,000

自己株式

普通株式(株) 618,634 1,237,268 555,000 1,300,902

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 95,525 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 24,364,220千円

分離保管基金
預託超過額

100,000千円

商品取引責任
準備預金

△41,553千円

外国為替取引
顧客分別金信
託

△20,263,334千円

計 4,159,332千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 23,658,183千円

分離保管基金
預託超過額

100,000千円

商品取引責任
準備預金

△51,019千円

外国為替取引
顧客分別金信
託

△19,934,161千円

計 3,773,002千円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金 25,379,040千円

分離保管基金

預託超過額
150,000千円

商品取引責任
準備預金

△11,058千円

外国為替取引
顧客分別金信
託

△22,762,304千円

計 2,755,677千円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

車両 48,147 25,918 22,228

器具及び 
備品

1,212,581 598,195 614,386

合計 1,260,728 624,113 636,614

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

車両 10,001 6,787 3,214

器具及び 
備品

1,550,022 820,318 729,703

合計 1,560,024 827,106 732,917

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末 
残高 
相当額 
(千円)

車両 41,268 25,612 15,656

器具及び 
備品

1,627,499 730,712 896,786

合計 1,668,768 756,325 912,443

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 253,565千円

１年超 409,212千円

合計 662,777千円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 288,767千円

１年超 470,378千円

合計 759,145千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 319,119千円

１年超 618,251千円

合計 937,371千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(1)支払リース料 149,465千円

(2)減価償却費
  相当額

128,037千円

(3)支払利息
  相当額

16,675千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(1)支払リース料 185,162千円

(2)減価償却費
  相当額

162,192千円

(3)支払利息
  相当額

22,371千円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(1)支払リース料 300,833千円

(2)減価償却費
相当額

265,293千円

(3)支払利息
相当額

32,262千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とした定額法によ

っております。

  利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

区分
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

 ①株券 30,493 53,552 23,058

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

合計 30,493 53,552 23,058

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

(1) 子会社株式 178,702

(2) その他有価証券

①非上場株式 59,000

②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 10,585

合計 248,288

区分
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

 ①株券 50,780 55,893 5,112

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

合計 50,780 55,893 5,112

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

(1) 子会社株式 311,966

(2) その他有価証券

①非上場株式 272,672

②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 18,370

合計 603,009



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

区分
取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券

 ①株券 30,493 48,443 17,949

 ②債券 ─ ─ ─

 ③その他 ─ ─ ─

合計 30,493 48,443 17,949

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

(1) 子会社株式 11,966

(2) その他有価証券

①非上場株式 33,302

②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 6,617

合計 51,885



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 商品関連 

 
(注) 時価の算定方法 各商品取引所の 終価格であります。 

  

２ 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法 中間連結決算日の直物為替相場により算定しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法 中間連結決算日の直物為替相場により算定しております。 

  

２ 株式関連 

 
 (注) 時価の算定方法 各証券取引所が定める証拠金算定基準値段により算定しております。  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

商品

先物取引

 売建 309,837 313,983 △4,146

 買建 14,208 14,208 ─

合計 ─ ─ △4,146

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

通貨

外国為替証拠金取引

 売建 358,123,465 360,143,350 △2,019,885

 買建 356,564,004 357,852,176 1,288,171

合計 ─ ─ △731,713

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

通貨

外国為替証拠金取引

 売建 196,681,272 198,897,848 △2,216,576

 買建 224,813,032 227,543,168 2,730,135

合計 ― ― 513,559

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

株式

株価指数オプション取引

 売建

  コール 290 194 95

  プット 3,516 1,415 2,100

 買建

  コール ― ― ―

  プット 625 132 △492

合計 ― ― 1,703



前へ   次へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 商品関連 

 
(注) 時価の算定方法 各商品取引所の 終価格であります。 

  

２ 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法 連結決算日の直物為替相場により算出しております。 

  

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

先物取引

商品  売建 101,230 101,400 △170

 買建 155,770 156,451 680

合計 ─ ─ 510

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

外国為替証拠金取引

通貨  売建 383,471,014 387,332,234 △3,861,220

 買建 381,583,746 384,668,471 3,084,725

合計 ― ― △776,494



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 １ 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

    販売費及び一般管理費の人件費  3,876千円 

  

 ２ ストック・オプションの内容及び規模 

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年７月６日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役           ６名

当社従業員           ８名

子会社ひまわりＣＸ㈱取締役   １名

子会社ひまわりＣＸ㈱従業員   22名

子会社ひまわり証券㈱取締役   ２名

子会社ひまわり証券㈱従業員   73名

子会社㈱ディムス取締役     １名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式    2,584,000

付与日 平成19年７月31日

権利確定条件

 新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会
社または関係会社の取締役、監査役または従業員の地
位にあることを要する。ただし、任期満了による退
任、定年による退職その他取締役会が認める正当な理
由がある場合はこの限りではない。 
 平成20年１月31日から平成21年７月30日までの間の
いずれかの日の終値が、80円を下回らない。

対象勤務期間 対象勤務期間に関する取り決めはありません。

権利行使期間 平成21年７月31日～平成24年７月30日

権利行使価格（円） 80

付与日における公正な評価単価（円） 12



前へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 
 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   ① ストック・オプションの数 

 
     (注) 平成18年４月１日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割を行っております。 

   これに伴い、ストック・オプションの対象となる株数は1,236,000株増加し、1,854,000株 

   となっております。 

  

   ②単価情報 

 
     (注) 平成18年４月１日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割を行っております。 

   これに伴い、ストック・オプションの権利行使価格は247円から83円となっております。 

  

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役           ３名

当社従業員           １名

子会社ひまわりＣＸ㈱取締役   ６名

子会社ひまわりＣＸ㈱従業員   67名

子会社ひまわり証券㈱取締役   １名

子会社ひまわり証券㈱従業員   ７名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式    1,854,000

付与日 平成16年８月６日

権利確定条件

 新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会
社または関係会社の取締役、監査役または従業員の地
位にあることを要する。ただし、任期満了による退
任、定年による退職その他取締役会が認める正当な理
由がある場合はこの限りではない。

対象勤務期間 対象勤務期間に関する取り決めはありません。

権利行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

権利確定前

期首（株） 1,854,000

付与（株） ―

失効（株） 387,000

権利確定（株） 1,467,000

未確定残（株） ―

権利確定後

期首（株） ―

権利確定（株） 1,467,000

権利行使（株） 555,000

失効（株） ―

未行使残（株） 912,000

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

権利行使価格（円） 83

行使時平均株価（円） 185

付与日における公正な評価単価（円） ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用(295,132千円)の主なものは、当社に係る費用及

び各子会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用(302,269千円)の主なものは、当社に係る費用及

び各子会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

      

商品先物取引 
関連事業 
(千円)

外国為替取引
関連事業 
(千円)

証券取引
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

1,522,897 1,823,078 533,601 3,879,578 ─ 3,879,578

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

329 46 ─ 376 (376) ─

計 1,523,227 1,823,125 533,601 3,879,954 (376) 3,879,578

営業費用 1,895,991 1,158,115 757,182 3,811,289 295,132 4,106,421

営業利益又は営業損失(△) △372,764 665,010 △223,581 68,665 (295,508) △226,843

外国為替取引 
関連事業 
(千円)

証券取引
関連事業 
(千円)

商品先物取引
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

2,286,414 672,819 666,046 3,625,279 ― 3,625,279

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

25 5 1,090 1,121 (1,121) ―

計 2,286,439 672,824 667,136 3,626,400 (1,121) 3,625,279

営業費用 1,177,501 941,929 989,237 3,108,669 302,269 3,410,938

営業利益又は営業損失(△) 1,108,937 △269,105 △322,100 517,731 (303,390) 214,340



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用(542,171千円)の主なものは、当社に係る費用及

び各子会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高(営業収益)】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  
当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  
前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

商品先物取引 
関連事業 
(千円)

外国為替取引
関連事業 
(千円)

証券取引
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

2,776,554 3,808,762 1,135,146 7,720,463 ― 7,720,463

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

456 55 33 545 (545) ―

計 2,777,010 3,808,817 1,135,180 7,721,008 (545) 7,720,463

営業費用 3,791,160 2,319,346 1,642,330 7,752,836 542,171 8,295,008

営業利益又は営業損失(△) △1,014,149 1,489,471 △507,150 △31,827 (542,716) △574,544



(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  （会社分割について） 

  １ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を

  含む事業分離の概要 

 (1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容 

分離先企業の名称 

株式会社ＵＳＳひまわりグループ 

分離した事業の内容 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社の商品先物取引及び生命保険等の金融商品に関する対面 

リテール取引に係る一切の事業 

 (2) 事業分離を行った主な理由 

商品先物取引事業をとりまく厳しい経営環境に対応するため、対面リテール取引について、 

ひまわりＣＸ株式会社及び株式会社ＵＳＳひまわりグループ両社の各企業グループの経営資 

源を融合することによる競争力の確保と事業基盤の強化を図ることを目的として、株式会社 

ＵＳＳひまわりグループに対面リテール取引事業を会社分割により承継させました。 

 (3) 事業分離日 

平成19年７月１日 

 (4) 法的形式を含む事業分離の概要 

ひまわりＣＸ株式会社を分割会社、株式会社ＵＳＳひまわりグループを承継会社とする分割 

型（人的）吸収分割（承継会社における当社グループの持株比率 9.4％） 

  

  ２ 持分変動差額の金額及び会計処理 

受取対価を全て分割承継会社の株式とする会社分割であります。なお、持分変動差額は発生して 

おりません。 

  

  ３ 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

商品先物取引関連事業 

  

  ４ 当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

営業収益  278,575千円 営業損失 286,420千円 経常損失 286,261千円 

  

（事業譲渡について） 

   １ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った理由、事業分離日及び法的形式を 

   含む事業分離の概要 

  (1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容 

分離先企業の名称 

フィマット・ジャパン株式会社 

分離した事業の内容 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社の商品先物取引関連ホールセール事業 



  (2) 事業分離を行った理由 

 改正商品取引所法の施行に伴う先物市場の整備の進展を受けて、外資系金融グループや

国内大手証券会社による参入が相次いでおります。また取引のグローバル化が急速に進展

しており、国際的な市場間競争が一段と激しさを増してきております。こうした環境にあ

って、特にホールセール分野については、今後、大手資本との競争が一層激化していくこ

とが予想され、将来にわたって競争力を確保していくためには、市場環境の変化と顧客ニ

ーズに対応し得る国内外の多様な市場への取引環境の提供に加え、豊富な資本力と高度な

ファイナンシャル・サービス機能の構築が不可欠であるとの認識のもと、当該事業部門を

フィマット・ジャパン株式会社に譲渡いたしました。 

  (3) 事業分離日 

平成19年７月14日 

  (4) 法的形式を含む事業分離の概要 

 ひまわりＣＸ株式会社を分離元企業とし、フィマット・ジャパン株式会社を分離先企業

とする事業譲渡 

  

  ２ 持分変動差額の金額及び会計処理 

 受取対価を全て現金とする事業分離であり、事業譲渡日において特別利益として事業譲

渡益667,565千円を計上しております。 

  

   ３ 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれている事業区分の名称 

商品先物取引関連事業、外国為替取引関連事業 

  

   ４ 当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

営業収益  194,943千円 営業利益 41,803千円 経常利益 42,343千円 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

 
(注)  算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 86円41銭 １株当たり純資産額 85円23銭 １株当たり純資産額 73円31銭

１株当たり中間純損失 ７円11銭 １株当たり中間純利益 11円87銭 １株当たり当期純損失 20円19銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、１株当たり
中間純損失であるため記載しており
ません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失であるため記載しており
ません。

当社は、平成18年４月１日付で普
通株式１株に対し普通株式３株の割
合で株式分割を行いました。 
 前期首に当該株式分割が行われた
と仮定した場合における（１株当た
り情報）の各数値はそれぞれ以下の
とおりであります。 
 

１株当たり純資産額 96円71銭

１株当たり当期純利益 ４円45銭

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

４円42銭

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計期間末 
(平成19年３月31日)

中間連結(連結)貸借対照表の純資産
の部の合計額(千円)

6,231,038 6,153,497 5,293,085

普通株式に係る純資産額(千円) 6,231,038 6,153,497 5,293,085

普通株式の発行済株式数(株) 73,500,000 73,500,000 73,500,000

普通株式の自己株式数(株) 1,387,902 1,300,902 1,300,902

１株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(株)

72,112,098 72,199,098 72,199,098

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結(連結)損益計算書上の中間
純利益又は中間(当期)純損失(△)
(千円)

△510,716 857,206 △1,452,928

普通株式に係る中間純利益又は中間
(当期)純損失(△)(千円)

△510,716 857,206 △1,452,928

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 71,815,130 72,199,098 71,971,451

中間(当期)純利益調整額(千円) ─ ― ―

普通株式増加数(千株) ─ ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要

新株予約権方式によるス
トックオプション(新株
予約権333個)

新株予約権方式によるス
トックオプション(新株
予約権2,888個)

新株予約権方式によるス
トックオプション(新株
予約権304個)



３ 株式分割について  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は、平成18年４月１日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以

下のとおりであります。 

 
  

  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 92円47銭 １株当たり純資産額 96円71銭

１株当たり中間純利益 １円50銭 １株当たり当期純利益 ４円45銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。  

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 
 

４円42銭



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 連結子会社ひまわりＣＸ㈱が受託

した商品先物取引に関して、係属中

であった２件の損害賠償請求訴訟

（損害賠償請求金額合計52,545千

円）につきまして、平成18年10月12

日及び12月５日に、同社がそれぞれ

3,000千円及び1,900千円支払うこと

で和解が成立いたしました。なお、

当該２件の和解金を営業費用として

計上するとともに、同額の商品取引

責任準備金を取崩す予定であります

ので、当社グループの損益に与える

影響はありません。

（会社分割について）

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社

は平成19年10月１日を分割期日とし

て同社を分割会社、ドットコモディ

ティ株式会社を承継会社とする会社

分割を実施いたしました。その概要

は以下のとおりであります。

① 分離先企業の名称、分離した事

業の内容、事業分離を行った主な理

由、事業分離日及び法的形式を含む

事業分離の概要

（ア）分離先企業の名称、分離した

事業の内容

分離先企業の名称

ドットコモディティ株式会社

(訴訟事件について）

連結子会社に対し、顧客より取引

において損害を被ったとして、損害

賠償を求める訴訟が提起されまし

た。損害賠償請求金額は49,961千円

であります。これに対し、連結子会

社では取引は法令を遵守して行われ

たことを主張して争っていく考えで

あります。

連結子会社において係争中であっ

た5,011千円の損害賠償請求訴訟につ

きまして、平成19年５月７日、3,500

千円を支払うことで和解が成立いた

しました。なお、次期の損益に与え

る影響は軽微であります。

分離した事業の内容
 連結子会社ひまわりＣＸ株式会社

の商品先物取引関連オンライン取引

事業

（イ）事業分離を行った主な理由
 ひまわりＣＸ株式会社では平成19

年７月に商品先物取引対面リテール

事業の会社分割および商品先物取引

ホールセール事業の事業譲渡を実施

し、当社グループではデリバティブ

分野におけるオンライン取引に特化

していく方針でありましたが、商品

先物オンライン取引に関しては、同

業他社との統合による事業規模の早

期の拡大を図ることで、その成長性

を高めることができるとの判断か

ら、今回、ひまわりＣＸ株式会社の

オンライン取引部門の会社分割によ

る事業統合を実施いたしました。

（ウ）事業分離日

平成19年10月１日

（エ）法的形式を含む事業分離の概

要

 ひまわりＣＸ株式会社を分割会

社、ドットコモディティ株式会社を

承継会社とする分割型（人的）吸収

分割（承継会社における当社グルー

プの持分（議決権）比率38.2％） 

② 持分変動差額の金額及び会計処

理

 受取対価を全て分割承継会社の株

式とする会社分割であり、分離した

事業の時価と簿価の差額に当社の持

分の減少割合を乗じた金額３億74百

万円を持分変動差額として特別利益

に計上いたします。

③ 事業の種類別セグメントにおい

て、分離する事業が含まれている事

業区分の名称

商品先物取引関連事業

（会社分割について）

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社

は平成19年５月10日開催の同社取締

役会において、主務官庁の認可を前

提に、株式会社ＵＳＳひまわりグル

ープに対面リテール取引事業を承継

させる会社分割に関する吸収分割契

約書の締結につき決議いたしまし

た。その概要は以下のとおりであり

ます。（あわせて平成19年２月９日

付にて決議した株式会社ＵＳＳひま

わりに対面リテール取引事業を承継

させる会社分割の中止を決議いたし

ました。）

① 分離先企業の名称、分離する事

業の内容、事業分離を行う主な理

由、事業分離日及び法的形式を含む

事業分離の概要

（ア）分離先企業の名称及び分離す

る事業の内容

分離先企業の名称

株式会社ＵＳＳひまわりグループ

分離する事業内容

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社

の商品先物取引及び生命保険等の

金融商品に関する対面リテール取

引に関る一切の事業

（イ）事業分離を行う主な理由
 商品先物取引事業をとりまく厳し

い経営環境に対応するため、対面リ

テール取引について、ひまわりＣＸ

株式会社及び株式会社ＵＳＳひまわ

りグループ両社の各企業グループの

経営資源を融合することによる競争

力の確保と事業基盤の強化を図るこ

とを目的として、株式会社ＵＳＳひ

まわりグループに対面リテール取引

事業を会社分割により承継させるこ

とを決議いたしました。



  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

④ 当該中間連結会計期間の中間連

結損益計算書に計上されている分離

した事業に係る損益の概算額

営業収益  174,601千円 

営業損失   16,109千円 

経常損失  16,104千円

（減資について）

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社

は、平成19年11月８日開催の株主総

会において減資について承認されま

した。その内容は以下のとおりであ

ります。

① 目的

財務体質の改善を図り剰余金の配

当を可能にする。

② 方法

（ア）資本金および資本準備金のそ

の他資本剰余金への振替

（イ）その他資本剰余金の繰越利益

剰余金への振替

③ 減少する資本等の額

（ア）資本金  2,297,500千円

（イ）資本準備金 957,224千円

④ 実施予定日

平成20年１月１日

なお、この減資による連結財務諸

表に与える影響はありません。

（ウ）事業分離日

平成19年７月１日

ただし、主務官庁による認可を前

提とする。

（エ）法的形式を含む事業分離の概

要

ひまわりＣＸ株式会社を分割会

社、株式会社ＵＳＳひまわりグル

ープを承継会社とする分割型（人

的）吸収分割

② 事業の種類別セグメントにおい
て、分離する事業が含まれている事
業区分の名称

商品先物取引関連事業

（事業譲渡について）

当社及び連結子会社ひまわりＣＸ

株式会社は平成19年５月15日開催の

取締役会において、平成19年６月30

日をもってひまわりＣＸ株式会社の

商品先物取引関連ホールセール事業

をソシエテ・ジェネラル傘下のフィ

マット・ジャパン株式会社へ譲渡す

ることを決議いたしました。その概

要は以下のとおりであります。

なお、ひまわりＣＸ株式会社とフ

ィマット・ジャパン株式会社は両社

間の合意により、平成19年６月21

日、事業譲渡日を平成19年６月30日

から平成19年７月14日に変更してお

ります。

① 分離先企業の名称、分離する事

業の内容、事業分離を行う主な理

由、事業分離日及び法的形式を含む

事業分離の概要

（ア）分離先企業の名称及び分離す

る事業の内容

分離先企業の名称

フィマット・ジャパン株式会社

分離する事業内容

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社

の商品先物取引関連ホールセール

事業



  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（イ）事業分離を行う主な理由
 改正商品取引所法の施行に伴う先

物市場の整備の進展を受けて、外資

系金融グループや国内大手証券会社

による参入が相次いでおります。ま

た取引のグローバル化が急速に進展

しており、国際的な市場間競争が一

段と激しさを増してきております。

こうした環境にあって、特にホール

セール分野については、今後、大手

資本との競争が一層激化していくこ

とが予想され、将来にわたって競争

力を確保していくためには、市場環

境の変化と顧客ニーズに対応し得る

国内外の多様な市場への取引環境の

提供に加え、豊富な資本力と高度な

ファイナンシャル・サービス機能の

構築が不可欠であると認識のもと、

当該事業部門をフィマット・ジャパ

ン株式会社に譲渡することを決議い

たしました。

（ウ）事業分離日

平成19年７月14日

ただし、主務官庁による認可を前

提とする。

（エ）法的形式を含む事業分離の概

要

ひまわりＣＸ株式会社を分離元

企業とし、フィマット・ジャパン

株式会社を分離先企業とする事業

譲渡

② 事業の種類別セグメントにおい
て、分離する事業が含まれている事
業区分の名称

商品先物取引関連事業



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １. 現金及び預金 134,736 382,545 70,956

 ２．短期貸付金 200,000 ― 300,000

 ３. 未収入金 71,154 278,492 176,408

 ４. 繰延税金資産 9,409 ― ―

 ５. その他 13,584 8,590 7,700

 ６. 貸倒引当金 △6,445 △32 △9,661

流動資産合計 422,440 5.4 669,596 15.0 545,403 12.4

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１ 1,172 0.0 4,129 0.1 1,068 0.0

 (2) 無形固定資産 ― ― 2,110 0.0 326 0.0

 (3) 投資その他の資産 7,459,045 94.6 3,785,847 84.9 3,838,956 87.6

 １. 関係会社株式 7,399,973 3,491,569 3,818,554

 ２. 投資有価証券 45,000 294,178 20,302

 ３. 繰延税金資産 13,971 ― ―

 ４. その他 100 100 100

固定資産合計 7,460,217 94.6 3,792,087 85.0 3,840,351 87.6

資産合計 7,882,657 100.0 4,461,684 100.0 4,385,755 100.0



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．短期借入金 ※２ 200,000 ― 200,000

２. 未払金 63,777 3,980 35,050

３. 未払費用 2,720 2,324 2,593

４. 未払法人税等 1,376 1,227 1,210

５. 未払消費税等 ※４ 2,755 1,791 ―

６. 預り金 3,231 4,871 3,313

７. 賞与引当金 2,760 3,840 3,260

流動負債合計 276,620 3.5 18,034 0.4 245,428 5.6

Ⅱ 固定負債

 １．繰延税金負債 ― 2,107 ―

 ２．退職給付引当金 33,390 39,398 35,963

固定負債合計 33,390 0.4 41,506 0.9 35,963 0.8

負債合計 310,011 3.9 59,540 1.3 281,391 6.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １. 資本金 3,460,000 3,460,000 3,460,000

 ２. 資本剰余金 4,061,761 740,419 4,062,558

    資本準備金 1,210,000 644,363 1,210,000

    その他資本剰余金 2,851,761 96,056 2,852,558

 ３. 利益剰余金 153,364 290,807 △3,322,139

    繰越利益剰余金 153,364 290,807 △3,322,139

 ４. 自己株式 △102,479 △96,056 △96,056

  株主資本合計 7,572,646 96.1 4,395,170 98.5 4,104,363 93.6

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 
   差額金

― 3,096 ―

  評価・換算差額等合計 ― ― 3,096 0.1 ― ―

Ⅲ 新株予約権 ― ― 3,876 0.1 ― ―

  純資産合計 7,572,646 96.1 4,402,143 98.7 4,104,363 93.6

  負債純資産合計 7,882,657 100.0 4,461,684 100.0 4,385,755 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

１. 関係会社 
  受取配当金

46,200 151,200 96,200

２. 関係会社事務 
   受託収入

132,000 132,000 264,000

３. その他 ― 178,200 100.0 900 284,100 100.0 ― 360,200 100.0

Ⅱ 営業費用

 販売費及び 
 一般管理費

※１ 166,768 166,768 93.6 192,542 192,542 67.8 323,655 323,655 89.9

営業利益 11,431 6.4 91,557 32.2 36,544 10.1

Ⅲ 営業外収益 ※２ 449 0.3 2,963 1.0 2,769 0.8

Ⅳ 営業外費用 ※３ 143 0.1 1,758 0.6 2,013 0.6

経常利益 11,737 6.6 92,762 32.6 37,300 10.3

Ⅴ 特別利益 ※４ ― ― 9,629 3.4 ― ―

Ⅵ 特別損失 ※５  ─ ─ 58,312 20.5 3,606,117 1,001.1

税引前中間純利益 
又は当期純損失(△)

11,737 6.6 44,078 15.5 △3,568,817 △990.8

法人税、住民税 
及び事業税

△1,126 △246,728 △129,557

法人税等調整額 △8,702 △9,828 △5.5 ― △246,728 △86.8 14,678 △114,878 △31.9

中間純利益又は 
当期純損失(△)

21,565 12.1 290,807 102.3 △3,453,938 △958.9



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他 

資本剰余金

その他 

利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,210,000 2,847,473 227,324 △137,036 7,607,762 7,607,762

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △95,525 △95,525 △95,525

 中間純利益 21,565 21,565 21,565

 自己株式の処分 4,287 34,556 38,844 38,844

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
─ ─ 4,287 △73,959 34,556 △35,115 △35,115

平成18年９月30日残高(千円) 3,460,000 1,210,000 2,851,761 153,364 △102,479 7,572,646 7,572,646

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他 

資本剰余金

その他 

利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,210,000 2,852,558 △3,322,139 △96,056 4,104,363

中間会計期間中の変動額

 資本準備金の取崩 △565,636 565,636 ―

 欠損てん補による資本剰余金

 取崩
△3,322,139 3,322,139 ―

 中間純利益 290,807 290,807

 株主資本以外の項目の

 中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
― △565,636 △2,756,502 3,612,946 ― 290,807

平成19年９月30日残高(千円) 3,460,000 644,363 96,056 290,807 △96,056 4,395,170

評価・換算 

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券

評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) ─ ─ 4,104,363

中間会計期間中の変動額

 資本準備金の取崩 ―

 欠損てん補による資本剰余金

 取崩
―

 中間純利益 290,807

 株主資本以外の項目の
3,096 3,876 6,972

 中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
3,096 3,876 297,780

平成19年９月30日残高(千円) 3,096 3,876 4,402,143



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他 

資本剰余金

その他 

利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,210,000 2,847,473 227,324 △137,036 7,607,762 7,607,762

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △95,525 △95,525 △95,525

 当期純損失(△) △3,453,938 △3,453,938 △3,453,938

 自己株式の処分 5,084 40,980 46,065 46,065

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 5,084 △3,549,463 40,980 △3,503,398 △3,503,398

平成19年３月31日残高(千円) 3,460,000 1,210,000 2,852,558 △3,322,139 △96,056 4,104,363 4,104,363



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法

有価証券 

 子会社株式 

  移動平均法による原価法

 その他有価証券

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

有価証券

 子会社株式

同左

 その他有価証券

  時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額は全
部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法に
より算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

有価証券

 子会社株式

同左

 その他有価証券

  時価のないもの

  移動平均法による原価法

２ 固定資産の減価償却の

方法

 

有形固定資産

 定率法

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物(建物附属 

設備)
15年

器具及び備品 ８年

 

①有形固定資産

イ 平成19年３月31日以前に取得

したもの

 旧定率法

ロ 平成19年４月１日以降に取得

したもの

 定率法

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物(建物附属 

設備)
15年

器具及び備品 ８年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。

なお、この変更に伴う損益へ

の影響は軽微であります。

（追加情報）

当中間会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によって

おります。

なお、この変更に伴う損益へ

の影響は軽微であります。

 

①有形固定資産

 定率法

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物(建物附属 

設備)
15年

器具及び備品 ８年

②無形固定資産

 定額法

 ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づ

く定額法

②無形固定資産

同左

 

３ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に

充てるため、将来の支給見込み

額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に

充てるため、将来の支給見込み

額のうち当期の負担額を計上し

ております。



  

 
  

会計処理の変更 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(３年)によ

る定額法により費用処理してお

ります。

③ 退職給付引当金

同左

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(３年)によ

る定額法により費用処理してお

ります。

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

５ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

  税抜方式を採用しておりま

す。

① 消費税等の会計処理

同左

① 消費税等の会計処理

同左

② 連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しており

ます。

② 連結納税制度の適用

同左

 

② 連結納税制度の適用

同左

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)
 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。
 これによる損益に与える影響はあ
りません。
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は7,572,646千円であ
ります。

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)
当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準第５号）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準適用指針第８号）
を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ
りません。

なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は4,104,363千円であ
ります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,374千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,608千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,478千円

※２ 当座貸越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 ─千円

―――――― ※２ 当座貸越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事

業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 ─千円

※３ 保証債務 

 子会社ひまわりＣＸ㈱・ひま

わり証券㈱のファイナンス・リ

ース契約(契約総額505,342千

円)に対し、債務保証を行って

おります。

※３ 保証債務 

 子会社ひまわりＣＸ㈱・ひま

わり証券㈱のファイナンス・リ

ース契約(契約総額629,810千

円)に対し、債務保証を行って

おります。

※３ 保証債務 

 子会社ひまわりＣＸ㈱・ひま

わり証券㈱のファイナンス・リ

ース契約(契約総額764,083千

円)に対し、債務保証を行って

おります。

※４ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ未払消費税等

として表示しております。

※４ 消費税等の取扱い

同左

――――――

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 104千円

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 130千円

無形固定資産 65千円

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 208千円

無形固定資産 23千円

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 153千円

保険事務委託手数料 76千円
 

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,362千円
 

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,398千円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 143千円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,758千円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 2,013千円

―――――― ※４ 特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額 9,629千円

――――――

――――――

 

※５ 特別損失の主要項目

子会社の会社分割

に伴う株式交換損
58,312千円

 

※５ 特別損失の主要項目

投資有価証券評価損 24,697千円

子会社株式評価損 3,581,419千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

  
前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

自己株式に関する事項 

   

(注) １ 自己株式の増加1,237,268株は、平成18年４月１日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割 

    を行ったことによるものであります。 

２ 自己株式の減少468,000株は、新株予約権の行使により譲渡したものであります。 
  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式に関する事項 

 
  
前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式に関する事項 

 
(注) １ 自己株式の増加1,237,268株は、平成18年４月１日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割 

    を行ったことによるものであります。 

２ 自己株式の減少555,000株は、新株予約権の行使により譲渡したものであります。 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 618,634 1,237,268 468,000 1,387,902

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,300,902 ― ― 1,300,902

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 618,634 1,237,268 555,000 1,300,902



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

器具及び 
備品

23,318 12,336 10,981

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

器具及び 
備品

23,318 17,000 6,317

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末 
残高 
相当額 
(千円)

器具及び 
備品

23,318 14,668 8,649

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 4,795千円

１年超 6,935千円

合計 11,730千円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 5,068千円

１年超 1,867千円

合計 6,935千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,929千円

１年超 4,436千円

合計 9,366千円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(1)支払リース料 2,663千円

(2)減価償却費
  相当額

2,331千円

(3)支払利息
  相当額

363千円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(1)支払リース料 2,663千円

(2)減価償却費
  相当額

2,331千円

(3)支払利息
  相当額

232千円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(1)支払リース料 5,326千円

(2)減価償却費
相当額

4,663千円

(3)支払利息
相当額

662千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とした定額法によ

っております。

  利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第５期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月29日 
関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の 
訂正報告書

訂正報告書(上記(1)有価証券報告書の
訂正報告書)

平成19年12月14日
関東財務局長に提出。

(3) 半期報告書の 
訂正報告書

訂正報告書(平成18年12月12日提出の半
期報告書の訂正報告書)

平成19年12月14日
関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第15号(連結子会社の吸収分
割)の規定に基づくもの

平成19年５月15日 
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第16号(連結子会社の事業譲
渡)及び第19号(連結子会社の後発事象)
の規定に基づくもの

平成19年５月16日 
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号の２(新株予約権の発
行)の規定に基づくもの

平成19年７月13日 
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第15号(連結子会社の吸収分
割)の規定に基づくもの

平成19年９月５日 
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第４号(主要株主の異動)の
規定に基づくもの

平成19年10月18日 
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第19号(連結会社の財政状態
及び経営成績に著しい影響を与える事
象)の規定に基づくもの

平成19年11月９日 
関東財務局長に提出。

(5)
臨時報告書の 
訂正報告書

訂正報告書(平成19年３月１日提出の臨
時報告書の訂正報告書)

平成19年５月15日 
関東財務局長に提出。

訂正報告書(上記平成19年５月16日提出
の臨時報告書の訂正報告書)

平成19年６月22日 
関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月11日

ひまわりホールディングス株式会社 

取締役会  御中 

 

  

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
るひまわりホールディングス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間
連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結
貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書
について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場
から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような
重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心
とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として
中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
よって、私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、ひまわりホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在
の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の
経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理の変更に記載のとおり、会社は、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等を適用
しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

２. 重要な後発事象に記載のとおり、会社の連結子会社が受託した商品先物取引に関して提起されていた
損害賠償請求訴訟について、平成18年10月12日及び12月５日にそれぞれ和解が成立している。 

３. 重要な訴訟事件等に記載のとおり、連結子会社を被告として損害賠償請求訴訟等が係属中である。 
  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

   

優和公認会計士共同事務所

公認会計士  鈴  木  敬  治  ㊞

公認会計士  松  下  八 寿 彦  ㊞

公認会計士  宮  本  啓 一 郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月26日

ひまわりホールディングス株式会社 

取締役会  御中 

 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているひまわりホールディングス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計

年度の中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として

中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

よって、私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、ひまわりホールディングス株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、連結子会社は平成19年10月１日付で会社分割を行い、平成20年１月１日

付での減資の実施の決定をし、承認されている。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

   

優和公認会計士共同事務所

公認会計士  鈴  木  敬  治  ㊞

公認会計士  松  下  八 寿 彦  ㊞

公認会計士  宮  本  啓 一 郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月11日

ひまわりホールディングス株式会社 

取締役会  御中 

 

  

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るひまわりホールディングス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第５期事業年度の中

間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

よって、私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、ひまわりホールディングス株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をも

って終了する中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載のとおり、会社は、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等を適用して

いるため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 
  

優和公認会計士共同事務所

公認会計士  鈴  木  敬  治  ㊞

公認会計士  松  下  八 寿 彦  ㊞

公認会計士  宮  本  啓 一 郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月26日

ひまわりホールディングス株式会社 

取締役会  御中 

 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているひまわりホールディングス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第６期事

業年度の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間

貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

よって、私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、ひまわりホールディングス株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をも

って終了する中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 
  

優和公認会計士共同事務所

公認会計士  鈴  木  敬  治  ㊞

公認会計士  松  下  八 寿 彦  ㊞

公認会計士  宮  本  啓 一 郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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